
 
 

監 査 告 示 第 ２ ０ 号 

令和４年１２月２２日 

 

鹿児島市監査委員  内 山    薫 

同         小 迫  義 仁 

同         志 摩  れい子 

同         大 森    忍 

 

 

令和４年度定期監査（第３回工事監査）の結果に関する報告について（公表） 

                                           

 地方自治法第１９９条第１項、第２項及び第４項の規定に基づき実施した定期監査の結果に

関する報告について、同条第９項の規定により公表します。 

 

 

記 

 

１ 監査の基準 

この監査は、鹿児島市監査基準に基づいて実施した。 

 

２ 監査の種類 

地方自治法第１９９条第１項及び第２項の規定に基づく財務監査及び行政監査 

 

３ 監査の対象 

(1) 対象局部課 

企画財政局 財政部    管財課 

環境局   資源循環部  資源政策課 北部清掃工場 

健康福祉局 福祉部    地域福祉課 

産業局   農林水産部  農政総務課 農地整備課 谷山農林課 

      中央卸売市場 魚類市場 

観光交流局 観光交流部  スポーツ課  

建設局   建設管理部  管理課 公園緑化課 

      都市計画部  市街地まちづくり推進課 吉野区画整理課 谷山都市

整備課 

      建築部    住宅課 建築課 設備課 



 
 

      道路部    道路建設課 道路維持課 谷山建設課 

水道局   水道部    水道整備課 水道管路課 配水管理課 

下水道部   下水道建設課 雨水整備室 下水道管路課  

下水処理課 

教育委員会 管理部    施設課 

教育部    保健体育課 

 

 (2) 対象範囲 

今回の監査は、令和４年６月から同年８月までを工期とする請負工事及び設計等

業務委託１８９件の中から抽出した５１件に、第２回工事監査対象から抽出した９

件を加えた、別紙に掲げる６０件の工事等を対象とした。 

 

４ 監査の着眼点 

工事等の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼にし、次の項目について

監査を行った。 

また、組織及び運営等に関し、その適正及び効率性・能率性の確保等の観点も加味した。 

（１）計画（２）設計（３）積算（４）契約（５）施工等（６）検査（７）その他 

 

５ 監査の主な実施内容 

本市監査基準に基づいて工事等の事務手続き、計画、設計、積算、施工、検査などについ

て関係書類を調査し、必要に応じて現地調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取する

などの方法により実施した。 

 

６ 監査の実施場所及び日程 

 (1) 実施場所 

監査事務局及び工事現場 

 (2) 実施日程 

令和４年１０月１日から同年１２月２２日まで 

 

７ 監査の結果 

対象工事等については、設計図書及び関係書類を調査するとともに、現地調査を行った結

果、おおむね適正に事務処理等がなされていた。 

なお、事務処理上留意すべき軽微な事項については、指導事項として各所属長に別途指示

した。 

各局部の監査結果は次のとおりであった。 



 
 

【土木工事等】 

(1) 産業局 農林水産部所管 農林水産部発注 

指摘事項なし 

(2) 建設局 建設管理部所管 建設管理部、都市計画部及び道路部発注 

指摘事項なし 

(3) 水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注 

指摘事項なし 

 

【建築・設備工事等】 

  (1)  企画財政局 財政部所管 財政部発注 

   指摘事項なし 

  (2)  環境局 資源循環部所管 資源循環部発注 

   指摘事項なし 

(3)  健康福祉局 福祉部所管 建築部発注 

   指摘事項なし 

(4)  産業局 中央卸売市場所管 建築部発注 

   指摘事項なし 

(5)  観光交流局 観光交流部所管 建築部発注 

指摘事項なし 

  (6)  建設局 建設管理部所管 建築部発注 

    指摘事項なし 

  (7)  水道局 水道部及び下水道部所管 水道部及び下水道部発注 

    指摘事項なし 

(8)  教育委員会 管理部及び教育部所管 管理部及び建築部発注 

指摘事項なし 

 

［参考］ 監査の結果における指摘事項等の区分は次のとおり 

区分 基準 

指導事項 改善又は是正を要するが、内容が比較的軽微で指摘事項に至らないと認め

られるもの 

指摘事項 法令、条例、規則等に違反しているもの及び法令等に違反はないが指摘す

べき事項であると認められるもの 

意見 改善について検討を求めるもの 



 
 

 別　紙
監査工事等件名一覧表

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

30 件  　請負工事　 25件 設計等業務委託 5件

整備３６工区配水管布設工事

古園線道路災害防止工事（その１）

令和４年市街地区道路降灰除去工事（その１７）（単独）

水道事業変更認可設計業務委託

谷山駅周辺地区区画道路擁壁築造工事（その１１）

整備３工区配水管布設工事

万之瀬取水場１号中継ポンプ改良工事

汚水管路改良工事（その２２）

第１号汚水管路施設改築工事

改良９工区配水管布設工事

南部処理場最初沈殿池Ⅰ系４号池ほか防食工事実施設計業務委託

谷山第三地区４号水路整備工事（その４）

堂ノ下大牧線道路災害防止工事（その２）

田上団地中央線測量設計業務委託

緑ヶ丘団地水路改良工事

単第２工区汚水管路施設工事

吉野地区近隣公園（仮称）整備工事（その５）

谷山港１号線舗装修繕測量設計業務委託

上之原配水池場内配管ほか整備工事

小松原山田線歩道整備工事（１工区）（その１）

　(土木工事等)

対　象　局　 　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

井ノ尻線農道整備工事

喜入地区農道補修工事（その２）

山浦線道路改良工事（その２）

建設局

産業局

水道局

改良６工区配水管布設工事

吉野地区区画宅地整地工事（その１）

道路区画線設置工事（その１）

吉野町汚水管路施設工事（その１２）

改良３工区配水管布設工事

単第４工区汚水管路施設工事

配水管改良工事実施設計業務委託（その２）

小　　計
 

 



 
 

 別　紙
監査工事等件名一覧表

№

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

30 件  　請負工事　 27件 設計等業務委託 3件

※No.33、No.47～No.49、No.56～No.60の9件は、第２回工事監査対象から抽出した工事等である

企画財政局

水道局

教育委員会

　　工　　　　　　事　　　　　　名　　　　　　等

紫原第三配水池ほか電気計装設備工事

皇徳寺住宅３７号棟外壁改修工事

南部処理場細目し渣脱水機修繕工事

紫原住宅２１号棟外壁補修工事

河頭排水処理場電気計装設備工事

射場前公園トイレ新築本体その他工事

武岡住宅１５号棟ほか１棟外壁補修工事

紫原住宅７５号棟ほか１棟屋上防水改修工事

小　　計

向陽小学校防球フェンス設置工事

長田中学校側溝改修工事

天保山中学校校舎２号棟屋上防水改修工事

桜丘西小学校校舎２号棟外壁改修工事

中洲小学校冷房設備改修設備設計業務委託

八幡小学校プール新築本体工事

八幡小学校プール新築電気設備工事

八幡小学校プール新築給排水衛生設備工事

松元中学校校舎増築その他設備設計業務委託

鹿児島駅前広場照明設備工事

錦江台住宅４号棟外壁改修工事

錦江台住宅２号棟外壁改修工事

宇宿住宅３号棟外壁改修工事

射場前公園トイレ新築給排水衛生その他設備工事

　(建築・設備工事等)

観光交流局

環境局

健康福祉局

産業局

甲東福祉館照明その他改修電気設備工事

対　象　局

脇田桜ケ丘線ほか４線道路照明設備工事

本庁舎東別館高圧受変電設備改修工事

松元平野岡体育館冷暖房設備改修設備設計業務委託

錦江台住宅３号棟外壁改修工事

北部清掃工場２号ボイラー水管補修工事

鹿児島市中央卸売市場魚類市場周辺施設解体工事（その２） 

建設局 武岡住宅４７号棟外壁補修工事

 


